
事例 概要 

 
（１）構造的に存在
しない構成部位
等の点検が記録
上実施されてい
る事案 

 

【概要】 

 弁の外観点検記録において、開度計が設置されて
いない弁にも、開度計の点検済みを表す「レ点」
が記入されていた。 

 

【原因】  

 今回の点検では、点検対象となる弁が非常に多い
ことから、通常点検とは異なる記録様式を新たに
作成した。 

 

 その際、点検結果を集約しやすいよう、リスト形
式の様式としたため、同一リストに複数の異なる
型式の弁が混在していた。また、これら全ての弁
の点検記録が記載できるよう、点検項目を網羅的
に設けた。 

 

 このため、弁の型式ごとに、該当しない点検項目
には、斜線等を記載する必要が生じたため、記載
誤りが誘発されやすいものとなっていた。 

 
 
 
 
 
 
 

 

再確認において確認された事案の例 

【記録イメージ】 

弁
名
称 

点検項目 

 

弁
箱
部 

 

弁
ふ
た
部 

・・・ 

 
開
度
計 

××調整弁 レ レ ・・・ レ ○ 

 △△逆止弁 レ レ ・・・ ○ 

・・・・・ 

 ○○逆止弁 レ レ ・・・ レ ○ 

当該逆止弁には「開度計」がないことから、本来斜線を 
引くべきところ、誤ってレ点を記載 
 

別紙２ 

点 

検 

結 

果 

＜点検結果の記載に不備がある事案＞ 

※ 「開度計」とは、 弁の開き具合（開度）を表示する計器。 

様々な点検項目を網羅 

異
な
る
型
式
の
弁 
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事例 概要 

 
（２）点検結果が
「否」にもかか
わらず、不適合
管理を実施せず
に次工程に進め
た事案 

 
【概要】 

 機器の外観目視点検記録において、袋ナットに
緩みがあったため判定結果を「否」としたが、
「機能上問題なし」と判断し、不適合管理を実
施せずに、次工程である機器の漏えい点検を実
施した。 

 
【原因】 

 今回の点検は、通常点検とは異なり、地震によ
る機器の異常の有無を洗い出すことを目的とし
ており、簡易補修前の所見も全て記録していた。 

 このため、袋ナットの緩みについて点検結果
「否」としたが、機能上は問題なく、「簡易補
修（増し締め）」で対応可能なことから、不適
合管理の対象にはならないと判断した。 

[⇒補足資料参照] 

［注］通常点検の場合は、点検作業の一環で簡
易補修（増し締め）を行ってから記録を
作成するため、記録上「否」とならない。 

 

 
（３）点検結果が
「否」にもかか
わらず、不適合
管理を実施しな
かった事案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【概要】 

 計器の試験において、計器の誤差が判定基準を
満たしていなかったため、判定結果を「否」と
したが、その後、不適合管理を実施していな
かった。 

【原因】 

 今回の点検は、通常点検とは異なり、地震によ
る機器の異常の有無を洗い出すことを目的とし
ており、簡易補修前の所見も全て記録していた。 

 このため、測定計器の誤差が判定基準を満たし
ていないことについて点検結果を「否」とした
が、「簡易補修（計器の校正等）」で対応可能
なことから、不適合管理の対象にはならないと
判断した。       [⇒補足資料参照] 

  

 

【記録イメージ】 

計器名称  ○○差圧計 

判定基準 ±3.00 % 

誤差 -5.00 % 

総合判定 否 

判定基準を満たしていなかったため、記録
に「否」と記載 
 ⇒「簡易補修（計器の校正等）」で対応可

能な軽微な所見のため、不適合管理不
要と判断 

  （別途、管理台帳に集約し、補修済み） 
 

＜点検結果の不適合管理に不備がある事案＞ 

【記録イメージ】 

点検項目 状況 判定 

基礎ボルト部 袋ナット 
緩み有 

否 

点検対象機器 

袋ナット 

基礎ボルト 

点検①（外観目視点検） 

袋ナットはねじ山の
保護が目的のため、 
「機能上問題なし」  
と判断し、次工程へ 

運転状態で水の 
「漏えい」がない 
ことを確認 

点検②（漏えい点検） 

緩みがあったため、記録に「否」と記載 
⇒「簡易補修（増し締め）」で対応可能な軽微
な所見のため、不適合管理不要と判断 
（別途、管理台帳に集約し、補修済み） 
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地震後の設備健全性確認点検における不適合管理の特徴 

通常点検 

《不適合管理》 

 地震後の設備健全性確認点検では、「管理台帳による管理」は行っていたが、軽微な所見の不適合管理上の取扱いが不明確であった。 

不適合処置の判断 

「通常 
 処置」 

「特別 

 採用」※ 

補修 

点検記録作成 

継続使用 

地震後の設備健全性確認点検 

《不適合管理》 

結果 
「良」 

点検 

「通常 
 処置」 

「特別 

 採用」※ 

補修 

点検記録作成 

継続使用 

簡易補修 

点検記録の作成 点検記録の作成 

管
理
台
帳 

当該機器の担当部署による不適合要否の判断 

不適合 
「該当」 

不適合処置の判断 

点検 

簡易補修 

※特別採用： 点検の結果確認された所見について、技術的な評価を行ない、当面の間継続使用すること。 

不適合判断の 
「対象とせず」 

結果 
「否」 

今回問題と
指摘された
フロー 

点検終了 or 次工程に移行 点検終了 or 次工程に移行 

 ・機器の性能維持を目的に点検 
・地震による機器への影響把握を目的
に点検 

結果 
「良」 

結果 
「否」 

点検記録作成 

＜補足資料＞ 

・継続使用に伴う劣化等の軽微な
所見は、簡易補修「後」に点検  
記録を作成 

  ⇒ 点検結果は「良」と記載 

 《簡易補修の例》 

  - 機器の手入れ 
  - 測定計器の校正 
  - 軽微な保守作業（機器の調整、 

増し締め、消耗品の交換等） 

・幅広く所見を収集するため、継続使
用に伴う劣化等の軽微な所見も、  
簡易補修「前」に点検記録を作成  

  ⇒ 点検結果は「否」と記載 

【管理不備の原因】 

・簡易補修で対応できる
軽微な所見について、
不適合管理上の取扱
いを明確に定めていな
かった 

  ⇒ 担当部署によって、
不適合要否の判断
に差が生じた 

 

［注］点検の実績は別途
作成した管理台帳で
管理し、所見が認めら
れた機器は、計画的
に調整・補修を実施 
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事例 概要 

 
（４）当社が確認済
みの当該点検記録
をその後協力企業
が訂正した事案 

 

【概要】 

 機器の外観点検において、協力企業は、基
礎コンクリート部に軽微なひび割れがある
ことを確認していたが、機能上問題ないこ
とから、点検結果を「異常なし」（判定
「良」）と記載し、当社の承認を受けた。 

 その後、協力企業は、機能上問題がなくて
も、軽微な所見は記録に残すルールであっ
たことに気が付き、当社の了解のもと、当
該記録を訂正した。 

 

【原因】 

 当社は、記録の訂正後の再承認については、
後に、他の類似機器の点検記録も含め提出
される工事報告書を承認する段階で行えば
よいと考え、訂正の都度、再承認を行わな
かった。 

 
（５）記録と現場の
銘板データが異
なっているにもか
かわらず、当社が
内容確認済みとし
ている事案 

 
【概要】 

 機器の試運転記録において、参考として印
字された機器仕様データのうち、機器の型
式および製造番号に誤りがあるまま、当社
が承認していた。 

 
【原因】 

 機器に貼付されている銘板データには、当
該機器の仕様データが記載されているが、
図面などでも確認が可能であることから、
予め図面から銘板データを確認し、記録様
式作成時にデータを入力した。 

 この際、入力誤りがあったが、銘板データ
は、点検記録の判定に影響しない参考情報
であり、記録様式に印字されたデータと現
場機器との照合を行わなかったため、デー
タの相違に気が付かないまま、当社が記録
を承認した。 

【記録イメージ】 

 ○○ポンプ（Ａ） △△電動機（Ａ） 

 型式 ＡＢ－ＣＤ  型式 ＥＥ－ＦＧ 

 製造  
 番号 

ａｂｃ-123 
 製造  
 番号 

・・・・・ 

 差異 

△△電動機（Ａ） ○○ポンプ（Ａ） 

銘板 

○○ポンプ（Ａ） 

型式 ＡＢ－ＣＣＤ 

製造 
番号 

ａｂｃ-456 

現場機器の銘板 記録上のデータ 

△△電動機（Ａ） 

型式 ＤＤ－ＦＧ 

製造 
番号 ・・・・・ 

記録様式作成時にデータ入力を誤ったが、 
参考情報であったことから、現場機器の銘板
とは照合しなかった 

【記録イメージ】 

点検項目 状況 判定 

 
基礎台ｺﾝｸﾘｰﾄ部の割れ等 
 

 
異常なし 
軽微なひび割れ有り 

 
良 

総合判定  良 

当社承認済みの記録を、当社の了解のもと、協力
企業が訂正したが、その後、当社が記録の再承
認を行っていなかった。 

有 

＜記録の品質の観点から改善が必要な事案＞ 
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事例 概要 

 
（６）記録に記載漏
れがあるにもかか
わらず、当社が内
容確認済みとして
いる事案 

 

【概要】 

 機器の試運転記録において、起動前の状態に関
するデータを採取した時刻の記載が漏れていた
が、当社が承認していた。 
 

【原因】 

 当該機器の試運転は、起動後の状態から、所定
の能力を有しているか確認することを目的に実
施した。 

 このため、データを採取した時刻についても、
起動後から記録すればよいと誤認し、起動前の
データ採取時刻を記載しなかったが、記載漏れ
に気が付かないまま、当社が承認していた。 

 
（７）記録の訂正に
関して、「文書管
理・記録管理運用
要領書」に則して
いない事案 

 

【概要】 

 機器の点検記録において、機器番号の記載を訂
正する際に、訂正日および訂正理由等を記載し
ていなかった。 
 

 
【原因】 

 社内文書である「文書管理・記録管理運用要領
書」に則して、訂正日、訂正理由等を記載する
ことを失念した。 

 

【記録イメージ】 

機器番号 ○○– △△  ○○－□□ 

【記録イメージ】 

測定時刻 10:05 10:10 10:15 10:20 

経過時間 起動前 5 10 15 20 

計器ａ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

計器ｂ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

 記録の訂正に際して，訂正日，訂正理由等の記載を失念した 

起動後のデータ採取時刻から記載すればよいと誤認し、
起動前のデータ採取時刻を記載しなかった 
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